
第２号様式(第５条関係) [区使用欄]

品川区長あて

　　
　 　 　 　 　

【　令和7年4月　～　令和7年9月分請求用　】

　私は、子ども・子育て支援法第３０条の１１第１項の規定に基づき、品川区私立幼稚園等施設等利用給付お
よび預かり保育料補助金の支給について、下記のとおり請求します。なお、審査にあたり、下記の事項に同意
します。

 同意事項

１． 請求者と認定子どもが、品川区内に居住していることを品川区が住民基本台帳で確認すること。

２． 預かり保育の利用状況について、品川区が対象施設に確認すること。

預かり保育料
No.

記入日 2025 年 月 日

令和７年度　品川区私立幼稚園等施設等利用給付および預かり保育料補助金請求書

（私立幼稚園園児の在籍園以外の預かり保育事業等利用分の請求用）

３． 利用料の支払状況を品川区が対象施設に確認すること。

４． 課税状況を品川区が確認すること。

1．保護者（申請者兼請求者）

フリガナ シナガワ　イチロウ 認定子どもとの続柄 父

月 1 日

現
住
所

 〒140-8715　　東京都品川区広町2-1-36

電話： 携帯電話：090-1234-5678 03-1234-5678

氏　名 品川　一郎 生年月日 1990 年 1

2．認定子ども

認定種別(法第30条の4) ☑ 第2号 □ 第3号
認定番号 2000000001

不明な場合、空欄で構いませんフリガナ シナガワ　タロウ

月 1 日

令和７年４月１日 ～ 令和７年９月３０日の間の住所 □ 現住所のとおり ☑ 転入した □ 転出した

氏　名 品川　太郎 生年月日 2021 年 4

②

フ リ ガ ナ ビーホイクエン
所 在 地

〒

日

3．幼稚園と併用した保育施設等（※1）について

※1　「在籍園の預かり保育事業以外に認可外保育施設等の利用費の給付を受けることができる場合」とは、在
籍園の預かり保育事業について、教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が８時間未満又は年間（平
日・長期休業中・休日の合計）開所日数200日未満の場合のみです。

①

フ リ ガ ナ エーホイクエン
所 在 地

〒 140-8715

施 設 ・
事 業 名

 上記で、「転入した」「転出した」にチェックした場合のみ記入 2025 年 5 月 1

140-8715

施 設 ・
事 業 名

Ｂ保育園
東京都品川区広町2-1-36

電話： 090-1234-5678

Ａ保育園
東京都品川区広町2-1-36

電話： 090-1234-5678

電話： 090-1234-5678

③

フ リ ガ ナ シーホイクエン
所 在 地

〒 140-8715

施 設 ・
事 業 名

Ｃ保育園
東京都品川区広町2-1-36



4．上記、認可外保育施設等の特定子ども・子育て支援に要した費用を記入

利用年月
認可外保育施設等に支払った金額　※2 特定子ども・子育て支援に

要した費用
（①＋②＋③の額）① ② ③

2025年 5 月 1,000 円

2025年 4 月 1,000 円

2,000 円 3,000 円 6,000 円

円 3,000 円 6,000 円2,000

2025年 7 月 1,000 円

2025年 6 月 1,000 円

2,000 円 3,000 円 6,000 円

円 3,000 円 6,000 円2,000

円 3,000 円 6,000 円

2025年 9 月 1,000 円

2025年 8 月 1,000 円 2,000

※2 上記で記入した「施設に支払った金額」および「認可外保育施設等に支払った金額」を証明する領収証
（口座振替の場合は通帳コピー等の確認ができる書類等）と特定子ども・子育て支援提供証明書を添付し
て下さい。

5．特定子ども・子育て支援に要した費用に係る施設等利用費の請求について

　請求対象月ごとに上記４の金額および特定子ども・子育て支援提供証明書に記された額の合計額を特定子ど
も・子育て支援に要した費用の額とし、支給上限月額※3　と比して小さい額を請求金額とします。（他に区立
保育園における一時保育の利用料について償還を受けている場合は、その額を差し引いた額とします。）

※3 支給上限月額は、法第30条の4の認定種別が第2号の場合は11,300円、第3号の場合は16,300円がとなりま
す。

2,000 円 3,000 円 6,000 円


